
衆議院外務委員会（５月２５日）松原仁（民主党）議員質問議事録 

（温家宝への公開質問状に関する部分）  

 

松原委員  

 次に、日中関係の問題を幾つか議論していきたいと思うわけでありますが、先般、中華人民共

和国の国務総理、温家宝さんが日本に訪日をなさったわけであります。このときに、有識者、学

者の方々から「温家宝国務総理閣下への公開質問状」というものが提出をされたわけであります。

ちょうどこの訪問の前にこれが提出をされたわけであります。 

 

 事実関係を若干申し上げるならば、実は、これに先立ちまして、与党、野党の国会議員がおよ

そ三十名ぐらい三回の勉強会を行いました。きょうこの場に参加している方はちょっとわかりま

せんけれども、その三回の三十人の方が参加をした勉強会において何を勉強したかというと、南

京の大虐殺と中国側が言われる事実が、これが事実と違う、実際それはなかったということを、

私たちは、さまざまな観点、さまざまな文書また写真、そういったものを中心にしてこのことを

解明したわけであります。 

 

 できるならば、私は、これは温家宝さんが訪日をするある程度前の段階に、きちっとこういっ

たものに対して、もちろん訪日はそれはそれでめでたいことだし、日中の友好関係は友好関係で

それは尊重しなければいけない。しかし、中国がその一方において、北京オリンピックを前にし

て、今、例えば抗日記念館を拡充したり、南京のこの記述、南京大虐殺、我々からいえば事実は

そうではなかったわけでありますが、そういった教科書のページ数もふやしているということに

対しては、きちっと、日本国内においても問題視する議論がある、与野党の国会議員が三十名集

まって勉強会もしているということも、これを踏まえて何らかの行動を起こしたいという思いも

ありましたが、実際は時間的な制約もあって、なかなかそこまでいかなかったわけであります。 

 

 そうした中で、国会議員の我々はそこに参加をしないということで、とりあえず、学者の方々

だけで「温家宝国務総理閣下への公開質問状」というのを出したというのがこの文書の経緯であ

りまして、内容的なものに関して、この文書を三十人の国会議員がみんな精査して合意したとい

うことではありません。しかし、これをつくるに至った経緯の三回の勉強会には、三十人の国会

議員がまじめに、かなり熱心な議論をしてきたのは事実であります。そうした背景を持って、こ

ういった公開質問状が出されました。 

 

 外務省としては、こういった公開質問状が出されたということを認識しておられますか。 

 

○佐渡島政府参考人(外務省大臣官房審議官) お答え申し上げます。 

 



 私ども、少なくとも、四月の十日付のそういう質問状をお出しになっておられるということは

承知をしております。 

 

○松原委員 こういったものが出されたということを麻生大臣は報告は受けておられますか。 

 

○麻生国務大臣 三十名の中の何人かの方はよく知っておりますので。 

 

○松原委員 よく知っているということは、こういったものが出された経緯も知っているという

ことでよろしゅうございますね。 

 

 それでは、六つの項目がこの公開質問状の中に書かれているわけでありますが、このことに対

して、これは温家宝さんに対しての質問ですから、麻生大臣に質問しても、これは質問先が違う

のはよくわかっております。わかっている中で私はこの場で発言をするわけでありますが、一つ

は、この中で書いてある、毛沢東が南京戦に触れているのは、南京戦の半年後の延安で講義され

た「持久戦論」にまとめられた、その中で、日本軍は包囲は多いがせん滅が少ないと。これは、

前後の文脈を、私は中国語を読めませんが、話を聞きますと、何で日本はせん滅をしないんだ、

我々だったらせん滅するのにというニュアンスで、日本軍は包囲戦はするがせん滅はしないと。

せん滅をしないということは、いわゆる虐殺等をしないというのが日本軍で、恐らく私は、当時

の毛沢東さんが延安でこれを言ったときの状況を考えると、彼らは国民党軍とドンパチやってい

る最中でありますから、日本軍が国民党軍をそのように完膚なきまでにせん滅をするならば、そ

れはメリットがあるというニュアンスもあったのかもしれない。これは憶測ですからわかりませ

ん。 

 

 このことについてどうお考えになりますかというのは、これは温家宝さんに対しての質問状で、

藤岡さんその他の学者の方々が出している。温家宝さんではないんですが、麻生大臣はどう思わ

れるか、これをまず一つお伺いしたい。 

 

○岩屋副大臣 今先生おっしゃった毛沢東の「持久戦論」でございますが、一九三八年五月、そ

の中で、当時の日本軍が犯してきた過ちの一つとして、包囲は多いがせん滅は少ないということ

を挙げているということを承知しております。しかし、毛沢東氏がいかなる情勢認識のもとで包

囲は多いがせん滅は少ないというふうに言ったのかについては、必ずしも定かではございません。 

 

 これは南京事件に関係することだと思いますが、いずれにしても、南京事件については、事実

関係をめぐってさまざまな議論が存在しているわけでございまして、政府として一概にコメント

することは適当でないと思っております。 

 



○松原委員 これは、毛沢東がこの南京の実態をどこまで知っていたのかということもあるかも

しれませんが、仮に何十万もの虐殺があれば、それは必ず触れるだろうと私は思っております。 

 

 二つ目の、これが一番の肝の一つになるわけでありますが、一九三七年十一月に、国共合作下

の国民党は中央宣伝部に国際宣伝処を設置した。国際宣伝処の極秘文書「中央宣伝部国際宣伝処

工作概要」によると、ここには、この後でも書いてありますが、ティンパーリが「戦争とは何か」

という書物を出して、これが南京大虐殺と言われるものの一番先端になった事件であります。こ

の「戦争とは何か」というのを南京の近くで出さないで、アメリカで出したというあたりが極め

て意図的でありまして、簡単に言うと、現場で出せば、それはうそだよとみんなわかってしまう、

うそであることが確認できないような海を渡った向こうで出せばうそだとわからないというの

は、これは情報戦の当然のやり方だと思うので、ティンパーリはそうしたんだろうと私は思いま

すが、これも憶測であります。 

 

 私が申し上げたいのは、少なくとも、この南京戦を挟む一九三七年の十二月一日から三八年、

翌年の十月二十四日、三百回、毎日のように記者会見をやった。参加した外国人記者、外国公館

職員は平均三十五名。何を言ったかというと、日本軍はけしからぬと。これは毛沢東とは違う、

国民党の立場ですから、けしからぬ、こんなことをやった、あんなことをやったと針小棒大に、

けしからぬ、けしからぬと国際社会に対してのアピールを、だから、例えば外国人記者ですよ、

外国人の皆さん、日本軍はこんなひどいことをやっているんだ、だから国際世論で日本はけしか

らぬと言ってください、外国公館の職員に対して、こんなことをやっているから言ってくれと、

南京は十二月ですから、ちょうどその前後から翌年の十月二十四日まで三百回、細かいことまで

彼らは言っている。 

 

 にもかかわらず、そこで一回も南京で虐殺があったと言っていない。極めて不思議であります。

簡単に言えば、なかったから言わなかったのであります。また、そこで言ってしまうと、南京近

郊での記者会見でありますから、うそだというのが一瞬にしてばれてしまう。ニューヨークか何

かで記者会見をやっていればそれは言えるだろうけれども、しかし、うそだというのがばれてし

まうから言わなかったんだろうと考えるのが普通なんであります。 

 

 そのことで、この公開質問状では、この中で、南京の市民虐殺があった、もしくは捕虜の不法

殺害があったというのは一切述べていない、本当に虐殺が行われたなら、これは極めて不可解で

あろうと思うが、温家宝さん、どう思いますか、こういう質問であります。 

 

 さっき岩屋さんが答えたから、こっちは麻生さんが答えてください。大臣、お願いします。極

めて大事なところです。 

 



○麻生国務大臣 松原先生より私の方が年を食っていますので、それらの話というのは、やは

りいろいろな長い事件に、宣伝戦というのは戦争を遂行する中に当たって大きな要素を占めるの

は事実です。そのとき一緒につくられた言葉がプア・チャイナという言葉です。かわいそうな中

国というのが、ルーズベルトからトルーマンにかけて圧倒的にアメリカで広まったのは、日本人

はだめ、中国人はかわいそう、プア・チャイナという言葉がうわっと広まる、これはＰＲ部隊の

大成功の一つだったと思います。 

 

 そういった意味では、宣伝戦が行われたことはもう間違いない。しかし、それは当然なのであ

って、しない方がおかしいぐらい、そういったものだとまず基本的に認識をされておかないかぬ

と思っております。 

 

 次に、今南京の話が出ましたけれども、これは、南京開城をやったときには、少なくとも無血

開城ということになりましたが、早い話が、武器を取り上げないで、そのまま武器を手渡して開

城していますから、結果として、そこに、便衣隊というんですが、便衣隊というのは今通じる言

葉じゃありませんな、今はゲリラですか、ゲリラというのが大量に残った。したがって、それは

着ている服装が一般人と全く見分けがつかないということになりますので、それらの人が、ある

日、鉄砲で撃たれることに、軍服を着ているわけじゃありませんから、そこでそういったことが

起き得る、しかし、その中には民間人もいたかもしらぬということになり得る、それはもう事実

としてあったろうと存じます。私もその現場にいたわけではありませんから、想像の域を出ない。 

 

 ただ、現実問題として、三十万人という数字は、大きさでいえば、当時の南京というのは今の

世田谷区ぐらいの話ですから、世田谷区で三十万人の人が死ねば、それは大概そこにいた人は死

なないはずはないと思いますが、そういったことは少々おかしいのではないかという事実という

ものは、いろいろ言われておるのは、もう私どもも、この六十年間にわたっての話題ですから、

決して知らないわけではありません。 

 

 ただ、そういった松原先生初めいろいろな方々の御努力等々もありまして、少なくとも今年に

入って、私、外務大臣になってこの一年ぐらいの間で、北京側から三十という数字が正式に出た

ということはなくなったというのが最近の傾向じゃないかなと思っておりますけれども、いずれ

にしても、こういったものはきちんと間違いは間違いとして反論していくという行為は非常に大

事なことで、こういった継続は大きな力になり得る、私もそう思います。 

 

○松原委員 この質問の趣旨は、三百回のまさに宣伝戦、プア・チャイナ、貧しい中国というこ

とを彼らは成功した。その宣伝戦をやっている、そのときに、南京において多少でも、私に言わ

せると、多少でも虐殺があれば触れないはずがないんですよ。針小棒大に触れるに決まっている

んですよ。一行も南京で市民虐殺があったということを言っていない。三十万とかというロット



じゃありません。三百回の外国人記者、外国公館職員の記者会見で一回も言っていない。南京大

虐殺があったそのときも含めて。五人殺された、十人の市民虐殺があったと言っていないんです

よ、そういうロットまで。三十万なんという話じゃないんですよ。 

 

 私は、これはどういうことかと。やはり、それは言えない、いや、事実がなかった、三十万な

んという話じゃないし、三万という話でもないし、三千という話でもない。なかったんですよ。

そういうふうに解釈するのが当たり前だということであります。 

 

 大臣にこれをもう一回聞いたところで、そういうふうな質問があったんですかぐらいで終わっ

てしまうと思うんですが、しかし私は、このことをきちっと、三十万と言わなくなったからいい

という議論じゃない。大虐殺があったなら、何でこのとき言わなかったんだと。言えなかった、

なかったから。そして、大虐殺を触れたのは、ニューヨークか何か海外の出版で、英語の本で触

れ始める。これはもう極めて戦略的な話であります。ということは極めて不自然であるというこ

とは御認識をいただけると思うんですが、不自然だという御認識をおっしゃっていただければ結

構です。それだけで結構です。 

 

○麻生国務大臣 それも、その三百回の現場の状況を、伝聞情報というのは基本的には余り当

てにならぬものだと。人が後々、あのときこうだった、ああだったと言って、いわゆる伝聞情報

というのは余り当てにならぬので、そのとき報道されていた事実、その当時、一九三八年、三七

年にどういうものが報道されていたかという資料の方がよほど説得力のあるものだと思います

が、今おっしゃられたそれらのことごとは情報として極めて重大なものだと理解しております。 

 

○松原委員 不自然であるということを理解していただきたい。 

 

 これは、おっしゃるけれども、それは外国人記者と専門家が相手ですから、そのときの記録が

全部あれば、なかったということは、これは一般の人が聞くのと違います。 

 

 三つ目。南京安全区。御案内のとおり、安全区を設定しました。これは、当時の宣教師なんか

が頑張ってやった。私、何回も外務委員会で質問しております。この問題に関して、「ドキュメ

ンツ・オブ・ザ・ナンキン・セーフティー・ゾーン」として、国民政府国際問題研究所によって、

一九三九年、戦前に上海から出版されている。このデータだと、南京の人口は日本軍占領直前二

十万、その後も二十万、占領一カ月後は二十五万、こういうふうなデータが、一九三九年の「ド

キュメンツ・オブ・ザ・ナンキン・セーフティー・ゾーン」、国民政府国際問題研究所のデータ

であるということであります。 

 

 これを見ると、日本軍の占領直前に二十万。直前です。占領の前が二十万、その後二十万、占



領一カ月後二十五万。大虐殺があったらこういうことはあり得ないし、小さな虐殺があっても厳

しいんじゃないかな、私はこう思うんでありますが、このデータに関して御所見はいかがでしょ

うか。 

 

    〔委員長退席、小野寺委員長代理着席〕 

 

○岩屋副大臣 今先生がおっしゃった「ドキュメンツ・オブ・ザ・ナンキン・セーフティー・ゾ

ーン」に関する分析なども含めて、この事実関係についてはさまざまな議論が存在しているとい

うふうに私どもは承知をしております。 

 

 ただ、先ほど大臣がお答えになられましたように、当時の状況下で何かしらの殺りく、略奪が

あったということは否定できないのではないかというふうに考えているところでございます。 

 

○松原委員 副大臣のそういう答弁というのは極めて危ないと思うんですね。それは、そういう

のはあったということで、こちらがあったと認めようとしている。 

 

 実際は、今言ったように、三百回の記者会見でもなかったし、逆に人数が減ったというのは、

これは後づけの資料ではなくて一九三九年の資料ですから、こういった明示的なもので、逆に人

数が十万人になっていましたとかいうふうなデータが本当にあるのかと。ないんですよ。これし

かないんですよ。それは、これが専門の行政だったから。南京の方の、専門のそういう機関だっ

たから。 

 

 ほかに減ったというデータがなくて、減っていないというデータしかないということは、これ

はやはりきちっと押さえるべきであって、私は、こういったことを考えると、三十万人という数

値を中国が言ってこないなんというのは当たり前であって、一万人も千人も百人も含めて、つま

り、極端なことを言えば、南京市民の虐殺が五人でもあったら宣伝をしたと私は思う。それすら

言われていないという状況は、極めて、こういった中国が喧伝するところの南京における虐殺と

違った状況があったということは当然であって、これはそのことを、国益を考えるならば、きち

っと主張していかなければいけないと私は思います。 

 

 これは大臣にお伺いする、副大臣にお伺いするでもいいんですが、佐渡島さん、そこにいます

から、事務方でずっとやってきて、こういうことは中国側にきちっと主張しているかどうか、お

伺いしたい。事務レベルで。 

 

○佐渡島政府参考人 お答え申し上げます。 

 



 今、数の御議論につきましては、私、つまびらかではございませんけれども、私どもも、例え

ば南京の記念館、ただいま改装中ということで、修理中、何か閉鎖になっておるやに聞き及んで

おりますけれども、常々どういうものがあるかというふうなことは注目をしておりまして、その

中で我々としておかしいと思うものにつきましては、折に触れて議論をしてきております。 

 

○松原委員 例えば、具体的に、この国民政府国際問題研究所の数値で、占領前二十万、その後

ずっと二十万、占領後二十五万、こういったことは指摘しましたか。 

 

○佐渡島政府参考人 大変申しわけございませんが、手元の資料で、それをやった、あるいは

しなかった、そのいずれについても、私、今手元で確認することはできません。 

 

○松原委員 この温家宝さんに対する公開質問状というのは、極めて事実関係だけを質問してい

る内容であります。特に、一項目から四項目。特に私は、一から三までである程度いいと思いま

すが。 

 

 これに関して、温家宝さんに質問するんじゃきついということであるなら、これをどう考える

かということは、日本もこのことは今、麻生さんが言ったように、三十人の国会議員が三回参加

しているんですから、勉強会で。このことを、こういう疑念を我々が持っている、つまり、三十

万というロットではなくて、大虐殺そのものがなかったと極めて客観的に考えている国会議員も

いるということを含めて、私はやはり、どういう形かわからないけれども、公開質問状の内容を

向こうに問いただす必要があると思うんだけれども、事務方としてどう思うか。 

 

○佐渡島政府参考人 今、私どもの事務方としての考え方でございますが、歴史の問題をめぐ

る議論につきましては、双方で専門家の方々にきちんと集まっていただいて、客観的な事実をも

とに議論をしていただくという取り組みを進めております。したがって、御議論の方は、まずは

そちらの方でやっていただくというのが適当かと思います。 

 

 政府の認識、全体としての認識というのは委員御高承のとおりでございまして、私どもとして、

ただいま申し上げられる日本政府の立場はどういうことかということになりますれば、その認識

の方に返っていくということだと思います。 

 

○松原委員 場合によれば、我々議員がどういう形でこういったものに対して中国政府に対して

問いただせるか、そういったものも検討しなければいけないかもしれないと思っております。 


